
令和８年１月 

 

 事業者の皆様 

 

旭川市契約課  

 

特例監理技術者の名称変更について 

 

 これまで建設業法第２６条第３項ただし書の規定を適用する監理技術者を「特例監理

技術者」としてきましたが、それを国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」に合

わせて、同法第２６条第３項第２号を適用する場合を「専任特例２号」とすることとし、

現場代理人及び主任技術者等指定（変更）通知書の一部の表記を別紙のとおり変更しま

す。 

 

１ 提出いただく書類の変更日 

  記載いただく内容について変更はありませんが、令和８年２月１日以降に契約する

建設工事の請負契約から新様式でお願いします。 

  なお、新様式は旭川市ホームページの契約関係書式の中に掲載しております。 


